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芦屋町青少年問題協議会 令和８年度事業計画（案） 

 

 方針  

 次代を担う青少年の心身共に健やかな成長は、町民すべての願いです。その願いを達

成するためには、家庭・学校・地域社会が連携を深め、青少年を取り巻く社会環境の浄

化に努めねばなりません。同時に、青少年を育成する町民一人一人が青少年とのふれあ

いを大切にしながら、青少年が自立していこうという心と態度を養っていくことが大切

です。 

 芦屋町青少年問題協議会は「芦屋町青少年健全育成町民会議」と連携を図りながら、

青少年健全育成の更なる充実・発展の推進を図ります。 

 

 

 １ 青少年健全育成  

（１）あいさつ啓発運動の促進  

〇町民会議、各校区育成会にて実施する「あいさつ運動」と連携し、街頭啓発等を実

施することで、児童・生徒の規範意識の形成を目指す 

 

① 校区別運動の実施 

ア 場所    別紙当番表のとおり 

イ 方法   各校区の通学ポイントにおける街頭啓発 

          広報車による広報啓発は町民会議にて実施 

ウ 実施日  毎月最初の登校日と 15 日 

各学期はじめの 2 日間（1 学期のみ入学式後） 

 

【あいさつ運動実施予定日】 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

日 13,14 1,15 1,15 1,15 25,26 1,15 1,15 2,16 1,15 8,15 1,15 1,15 

   

  ②あいさつ看板 

   各小学校の正門及び裏門付近に設置しているあいさつ看板の維持管理に努める。 

   ・山鹿小学校 2枚（正門、裏門） 

   ・芦屋小学校 2枚（正門、裏門） 

   ・芦屋東小学校 1 枚（正門） 

 

  ③中学生標語看板 

   町内 2 箇所に設置している中学生標語による啓発看板の維持管理に努める。 

   ・祇園町 1 基 

   ・浜口町 1 基 

 

 

【資料１】 
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（２）有害図書等の立入調査・協力依頼 

〇有害図書、有害玩具等の陳列や販売方法等について県青少年健全育成条例に基づき、

販売店に対し立入調査を実施し、条例遵守の協力依頼を行う。 

〇県下一斉立入調査時（7 月、11 月）を中心に随時巡回。 

〇有害図書自動販売機の販売状況などを随時監視し、違反があった場合は県と連携を

取り対応していく。 

（３）青少年の環境浄化活動 

〇白いポスト 

 町民会館前、山鹿公民館前の 2 箇所に「悪書追放白いポスト」を設置。悪書・有

害図書追放の環境浄化に努める。各校区育成会においても有害図書の環境浄化活動

を行っており、情報共有に努める。 

 

〇環境浄化看板 

 環境浄化看板を設置及び維持管理。設置場所及び状況の把握に努める。 

（環境浄化看板設置状況）七田池１、花美坂池 2 

水禍防止看板の設置 3 本 

 

 

 ２ 青少年非行防止対策  

（１）巡回指導の実施 

〇事務局により、毎月 1回、折尾署管内 2 市 4町協働パトロールを実施。 

 （重点箇所）小中学校、公民館、公園、コンビニエンスストアなど 

（２）各地区の巡回指導の連携・支援 

〇各自治区にて巡回指導を実施する各校区育成会議と連携し、巡回情報の共有化や協

力支援を行う。 

 

 

 ３ 家庭教育、地域教育の充実  

（１）広報による啓発活動 

〇広報あしやに「すくすく育てあしやっ子」というテーマで定期的に記事を掲載し啓

発に努める。（原稿は事務局にて作成） 

掲載月号 掲載内容 

6 月号 すくすく育てあしやっ子 №199 アタッチメント（愛着） 

9 月号 すくすく育てあしやっ子 №200 がまん（忍耐力） 

12 月号 すくすく育てあしやっ子 №201 自己肯定感 

3 月号 すくすく育てあしやっ子 №202 睡眠 
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（２）「こども 110 番のいえ」設置推進・安全対策 

〇町民会議が主体となり、設置状況の確認と新規設置の推進に努めている。 

・年 1 回、各小学校区育成会議を通じて各地区に設置者名簿の更新を依頼 

・町民会議だよりに事業内容及び新規設置者募集について掲載 

〇町民会議と連携し、設置推進と情報の共有化を図る。 

※「こども 110 番のいえ」設置目的 

・こどもたちの安全確保と緊急時の避難場所をつくること 

・地域ぐるみで犯罪抑止に努めること 

 

 

 ４ こどもたちの安全に向けた取り組み  

（１）安全パトロールの実施 

〇教育委員会公用車に、地域防犯用の青色回転灯を装着し、適時パトロールを実施す

る。 

（２）不審者対応 

〇町内での不審者発生時は、緊急対応として安全パトロールを実施。 

〇町内で不審者が発生した場合及び北九州教育事務所管内で起こった悪質な案件につ

いては、全庁職員に対し情報共有を図るとともに、芦屋町のホームページ及びLINE、

KBC テレビ「ｄボタン広報誌」などの情報発信ツールを活用し、不審者情報を配信

する。 

（３）こどもたちの見守り活動の支援 

〇町民会議が推進する「見守り活動」に対して、情報提供や関係機関への要請、住民啓発

などの協力支援を行う。 

 

 

 ５ 会議の開催  

（１）各種会議の開催 

〇各種会議（協議委員会）を必要に応じて開催。 
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令和８年度芦屋町青少年問題協議会 年間スケジュール（案） 

 

時 期 内   容 担  当 

4 月 中旬 

13 日（月）、14 日（火） あいさつ運動 協議委員・事務局 

17 日（金） 2 市 4 町協働パトロール 事務局 

5 月 

上旬 1 日（金） あいさつ運動 協議委員・事務局 

中旬 
15 日（金） あいさつ運動 

15 日（金） 2 市 4 町協働パトロール 

協議委員・事務局 

事務局 

下旬 すくすく育てあしやっ子（広報あしや 6 月号掲載） 事務局 

6 月 

上旬 1 日（月） あいさつ運動 協議委員・事務局 

中旬 15 日（月） あいさつ運動 協議委員・事務局 

下旬 19 日（金） 2 市 4 町協働パトロール 事務局 

7 月 

上旬 1 日（水） あいさつ運動 協議委員・事務局 

中旬 
15 日（水） あいさつ運動 

17 日（金） 2 市 4 町協働パトロール 

協議委員・事務局 

事務局 

下旬 
県条例に基づく立入調査（有害図書、玩具対象） 

白いポストに投函された有害図書の回収 
事務局 

8 月 

中旬 21 日（金） 2 市 4 町協働パトロール 事務局 

下旬 
25 日（火）、26 日（水） あいさつ運動 

すくすく育てあしやっ子（広報あしや 9 月号掲載） 

協議委員・事務局 

事務局 

9 月 

上旬 1 日（火） あいさつ運動  協議委員・事務局 

中旬 
15 日（火） あいさつ運動 

18 日（金） 2 市 4 町協働パトロール 

協議委員・事務局 

事務局 
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10 月 

上旬 1 日（木） あいさつ運動 協議委員・事務局 

中旬 
15 日（木） あいさつ運動 

16 日（金） 2 市 4 町協働パトロール 

協議委員・事務局 

事務局 

11 月 

上旬 2 日（月） あいさつ運動 協議委員・事務局 

中旬 
16 日（月） あいさつ運動 

県条例に基づく立入調査（再調査が必要な場合のみ） 

協議委員・事務局 

事務局 

下旬 
20 日（金） 2 市 4 町協働パトロール 

すくすく育てあしやっ子（広報あしや 12 月号掲載） 

事務局 

事務局 

12 月 

上旬 1 日（火） あいさつ運動 協議委員・事務局 

中旬 

15 日（火） あいさつ運動 

18 日（金） 2 市 4 町協働パトロール、 

歳末防犯出陣式（日程未定） 

協議委員・事務局 

事務局 

1 月 

上旬 8 日（金） あいさつ運動 協議委員・事務局 

中旬 
15 日（金） あいさつ運動 

15 日（金） 2 市 4 町協働パトロール 

協議委員・事務局 

事務局 

下旬 白いポストに投函された有害図書の回収 事務局 

2 月 

上旬 1 日（月） あいさつ運動 協議委員・事務局 

中旬 15 日（月） あいさつ運動 協議委員・事務局 

下旬 
19 日（金） 2 市 4 町協働パトロール 

すくすく育てあしやっ子（広報あしや 3 月号掲載） 

事務局 

事務局 

3 月 

上旬 1 日（月） あいさつ運動  協議委員・事務局 

中旬 
15 日（月） あいさつ運動 

19 日（金） 2 市 4 町協働パトロール 

協議委員・事務局 

事務局 

 


